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査定理由詳細化に係る「増減点・返戻通知書」の表示変更について 

 

本会の事業運営につきましては、平素から格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、今般、本会の審査結果について、査定理由の詳細化を図るため、事務的な内容のものか

ら順次、「増減点・返戻通知書」へ表示することとなりましたので、特段のご高配を賜りますよう

お願い申し上げます。 

なお、本件につきましては、本会 HP（https://www.ymnkokuho.or.jp）へも掲載しておりますこ

とを併せて申し添えます。 

 

記 

 

１． 「増減点・返戻通知書」については、現行、増減点事由記号（A～K）のみ表示 

 しておりましたが、記号に加え具体的な理由を表示いたします。 

 （事務的な内容のものから順次実施いたします。） 

  

２． 開始時期 ： 令和 4年 11月審査分～ 

  

 

 

御中 



別紙（保険医療機関（医科）帳票例 ） 

 

（１） （２）増減点返戻通知書 

※ 突合点検結果連絡書、再審査結果通知書についても同様 

＜摘要欄＞ 

・査定の具体的な理由を印字します。 

 （事務的な内容のものから段階的に実施します。） 



別紙（保険医療機関（歯科）帳票例 ） 

 

（２） （２）増減点返戻通知書 

＜摘要欄＞ 

・査定の具体的な理由を印字します。 

 （事務的な内容のものから段階的に実施します。） 



別紙（保険調剤薬局帳票例 ） 

 

（３） （２）増減点返戻通知書 

＜摘要欄＞ 

・査定の具体的な理由を印字します。 

 （事務的な内容のものから段階的に実施します。） 


